
※本申請書は年間利用の申請になります。利用されていない月があっても延長保育料は毎月徴収されますのでご了承くださ

い。利用しなくなった場合は、解除申請書を提出してください。

□その他

　　申請理由

該当する□に✓

をつけて必要内

容を記載してく

ださい。

□就労証明では「帰宅時間」午後６時以降を認められていないが、実際には恒常的な残業等により

帰宅時間が午後６時を超えるので申請します。（その具体的な状況と職場の責任者の証明が必要です）※

1

申請者 （自署）

（自宅・職場・携帯）

緊急連絡先

学童延長保育利用申請書

令和　　　　年　　　月　　　日　　

　安堵町長殿

住　所

電話番号

安堵町

受

付

印

※１ この欄は、職場の人事担当者や管理職の方に残務等の状況を具体的に記入して頂い

　　 てください。

　　（例：常態的に１日１時間残業が発生している　等）　

     　また証明者の役職・氏名の記入、押印いただいてください。

＊本申請書を提出したときは、解除申請書を提出する場合を除き、年間を通して延長保育

の利用があるものとし、利用しない月も保育料は徴収します。

児童の 祖父・祖母・その他（氏名　　　　　　　　続柄：　　)

　学童保育室の延長利用をしたいので、次のとおり申し込みます。

（ふ り が な）

入室児童氏名

利 用 開 始 月

学童保育 室名 育成クラブ２（ひびき）

　　　　　　 　　　　証明者

　　　　　　　　　　　役職・氏名・印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

□就労（自営業以外）で

「勤務終了時間＋自宅から職場までの時間が　　　時間　　　分かかる」ので申請します

□就労（自営業）で

「勤務終了時間＋自宅から職場までの時間が　　　時間　　　分かかる」ので申請します

令和６年　　月　　日から　令和 ７年 ３ 月 ３１ 日まで


